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中小企業庁からの下請代金支払遅延等防止法の措置請求について 

 

 

中小企業庁は、当社に対して調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第４条第１項  

第３号（下請代金の減額の禁止）の規定に違反する事実が認められたとして、本日、公正

取引委員会に対して、同法６条に基づく措置請求を行いました。 

 

中小企業庁が指摘する違反事実は、当社と商品仕入先業者様との契約に基づき、当社が

本来の手形での支払いに代えて支払総額の半額を現金で支払うに際し、その一部を受領 

していた行為が同法第４条第１項第３号（下請代金の減額の禁止）の規定に抵触すると 

判断されたものであります。 

 

当社といたしましては、当該取引は各社商品仕入先業者様との個別協議のうえの結果で

あり、通常の仕入取引の一環として行ったものとして問題がない、と判断していた点に 

つきましては、法令に対する認識が不十分であったと考えております。 

 

 

今後、当社といたしましては、来るべき公正取引委員会からの措置に速やかに対応して

まいる所存であります。また、ご関係者の皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしました

ことを深くお詫び申しあげます。 
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